
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 新横浜駅北部地区は、昭和 50年の土地区画整理事業の完了から 50年が経過するなか、大きく発展
し、横浜経済を支えてきました。少子高齢化の進展や自然災害の激甚化などを背景に大きな転換期を
迎えていますが、当地区においては、新横浜の強みを生かして魅力をさらに高めることで、新横浜ブラ
ンドを確立し、将来へつないでいくことを目指しています。 
 このたび、当該地区が目指すまちの実現に向けて、魅力を高めていく方向性やまちづくりの視点等
をまとめた「新横浜駅北部地区まちづくり方針（素案）」を策定しましたので、市民の皆様から当該案
についてご意見を募集します。なお、令和 8年秋頃に方針を策定する予定です。 
 
 
 
 
 
本方針では、昭和 50年に完了した 
新横浜駅北部地区土地区画整理事業の 
範囲である、新横浜一丁目から三丁目 
等を対象としています。 

新横浜駅前の街並み 
 
 
 
 まちの魅力を磨き、交流を深め、新しいビジネスを生み出し、暮らしの質を高めていく。 
 「行きたい、働きたい、暮らしたい新横浜」を実現していくために、新横浜ブランドをみんなで 
つくっていきます。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

裏面あり 

令 和 ８ 年 ６ 月 3 0 日 
都市整備局都心活性化推進部 

横 浜 市 記 者 発 表 資 料 

新横浜ブランドを確立し、魅力を将来につなぐ！ 

「新横浜駅北部地区まちづくり方針（素案）」について 

市民の皆様からのご意見を募集します！ 

【目指す姿】 
つどいが価値を生み 

つながりが未来を動かす都心 
新横浜 

まちづくりの方向性を 
示す６つのテーマ 

➤横浜の陸の玄関口 
➤進化し続ける新横浜 
➤新横浜らしい街並み 
➤新横浜でつながる 
➤新横浜の環境 
➤新横浜の安全安心 
 

 

これからの取組の視点 

➤つどい・つながりと 
 技術の活用 
➤特性を生かす 

素案の概要 

みんなでつくる新横浜ブランド 

対象範囲 



 

 
 

 
 

１ 意見募集期間 

  令和８年６月 30日（火）～令和８年７月 30日（木） 

 

２ 意見提出方法 

  ① 電子メール tb-shinyoko@city.yokohama.lg.jp 

  ② 郵送・持参（当日消印有効） 

    〒231-0005 横浜市中区本町 6-50-10         

都心活性化推進部新横浜都心等事業推進課 宛て                               本編表紙 

  ③ ＦＡＸ 045-664-3551 

  ※意見提出にあたり、「住所（居住区まで）」「年代（〇〇代）」「『素案へのご意見』又は『こ

ども向け意見募集への意見』である旨」を明記の上、ご提出ください。 

 

３ こども向け意見募集 

  対象：概ね 20歳以下の方   

※「新横浜駅北部地区まちづくり方針（素案）（こども向け意見募集版）」は主に小学校４～６年

生を想定してまとめています。 

※対象の方は、市民意見募集でも意見を提出できます。 

※意見提出方法は、２と同じです。 

 

４ 今後の予定スケジュール 

  令和８年秋頃 新横浜駅北部地区まちづくり方針 策定 

 
ホームページに、「新横浜駅北部地区まちづくり方針（素案）」の本編、こども向け 
意見募集版を公開しています。意見募集の詳細も掲載していますのでご覧ください。 
 
https://www.city.yokohama.lg.jp/kurashi/machizukuri-
kankyo/toshiseibi/toshin/shinyoko/sinyokohamasyuhen/shinyokokita_housin.html 
 
 
 
 
 
 
 

 

お問合せ先 
新横浜都心等事業推進課長 田川  Tel 045-671-4755 

市民意見募集／こども向け意見募集の概要 

https://www.city.yokohama.lg.jp/kurashi/machizukuri-kankyo/toshiseibi/toshin/shinyoko/sinyokohamasyuhen/shinyokokita_housin.html
https://www.city.yokohama.lg.jp/kurashi/machizukuri-kankyo/toshiseibi/toshin/shinyoko/sinyokohamasyuhen/shinyokokita_housin.html

